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当 提 言 は 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ２ ３ 日 に 発 表 さ れ た も の で あ る  

１ ．はじめに                 
 
当 委 員 会 は 、 税 の 使 い 道 で あ る 「 財 政 の 出 口 」 に ス ポ ッ ト を 当

て 、 税 が よ り 有 効 に 使 わ れ る 仕 組 み に つ い て 協 議 を 重 ね て き た 。

委 員 会 の 議 論 で は 、 多 数 の 委 員 が 「 実 際 に は 、 納 税 者 の 多 く が 税

の 使 い 道 を 知 ら な い の で は な い か 」 と の 認 識 を 示 し た 。  
 
こ れ を 起 点 に 「 わ が 国 に は 税 の 使 い 道 の す べ て を 行 政 に 委 ね て

し ま う 傾 向 が あ り 、 そ れ が 今 日 の 逼 迫 し た 財 政 状 況 を 招 く 一 因 と

な っ た 」と の 指 摘 に つ な が り 、「 行 政 が 予 算 編 成 を す る 際 に 、何 ら

か の 方 法 で 民 意 を 反 映 さ せ る シ ス テ ム を 作 る 必 要 が あ る の で は な

い か 」 と い っ た 考 え に 発 展 し て い っ た 。  
 
か つ て 、古 代 ギ リ シ ャ の ポ リ ス（ 都 市 国 家 ）、ア テ ネ の 市 民 は 、

そ の 生 業 を 堅 実 に 行 う 一 方 で 、「 公 」の 領 域 に お い て は 、ポ リ ス の

最 高 議 決 機 関 で あ る 「 民 会 」 に 参 加 す る こ と が 求 め ら れ た 。 そ れ

ば か り か 、 い っ た ん 抽 選 で 行 政 の 最 高 機 関 で あ る 「 評 議 会 」 の メ

ン バ ー に 選 定 さ れ る と 、 役 人 と し て の 任 務 を １ 年 の 任 期 中 、 確 実

に 果 た さ な け れ ば な ら な か っ た と い う ＜ 注 １ ＞ 。  
 
 も ち ろ ん 、 直 接 民 主 政 を 採 っ て い た 紀 元 前 ５ 世 紀 の ポ リ ス 社 会

と 、 高 度 に 専 門 化 さ れ た 現 代 社 会 と は 大 き な 隔 た り が あ る 。 し か

し 、 注 目 し た い の は 、 ポ リ ス 市 民 の 生 活 に は 常 に 「 公 」 と 「 私 」

が 存 在 し 、 両 者 を 遂 行 す る こ と が 市 民 の あ る べ き 姿 と し て 捉 え ら

れ て い た こ と で あ る 。  
 
 納 税 者 が 税 の 使 い 道 を ど の 程 度 知 っ て い る か は 、 国 や 自 身 が 居

住 す る 地 方 自 治 体 の 政 策 へ の 関 心 の 尺 度 で も あ り 、そ れ は 同 時 に 、

納 め た 税 が よ り 有 効 に 使 わ れ る か ど う か を 決 定 づ け る 大 き な 要 因

と も な り 得 る 。 税 の よ り 有 効 な 使 わ れ 方 を 実 現 す る た め に 不 可 欠  



 

な の は 、 行 政 が 繰 り 出 す 政 策 に 関 心 を 持 ち 、 税 の 使 わ れ 方 に 関 与

し た い と 考 え る だ け の 、 納 税 者 を は じ め 住 民 の 「 公 」 の 心 、「 公 」

の 意 識 の 向 上 と 、 そ の 民 意 を 反 映 さ せ る 予 算 案 の 作 成 シ ス テ ム で

あ る 。  
 
我 々 が こ こ に 提 案 す る シ ス テ ム は 、 行 政 と 住 民 の 対 立 軸 を 作 る

も の で は な く 、 真 の 協 働 関 係 を 築 く た め の も の で あ る 。 実 際 に 運

用 す る に は さ ら に 細 部 を 詰 め て い か な け れ ば な ら な い が 、 こ の シ

ス テ ム が 岐 阜 県 の 地 方 自 治 体 や 多 く の 住 民 に 議 論 さ れ る こ と を 願

っ て い る 。  
 

２．税の使い道に民意を反映させた事例      
 
委 員 会 で は 提 言 の 方 向 と し て 、「 行 政 が 予 算 編 成 す る 際 に 、 民

意 を 反 映 さ せ る た め の シ ス テ ム を 提 案 す る 」 こ と で 意 見 の 集 約 が

図 ら れ た の で 、 税 の 使 い 道 に 民 意 を 取 り 入 れ た 事 例 な ど を 国 内 の

み な ら ず 海 外 に つ い て も 調 べ て み た 。  

い ず れ も 委 員 会 で 提 言 を 作 成 す る の に 参 考 と な っ た の で 、 概 要

で は あ る が 紹 介 す る 。  

 

■  ポルト ・アレグレ市 の取 り組 み  

 ブ ラ ジ ル の ポ ル ト ・ ア レ グ レ 市 （ 人 口 約 １ ３ ０ 万 人 ） で は 、 乏

し い 財 源 を 公 正 に 配 分 す る た め 、 住 民 自 身 の 議 論 の 積 み 重 ね を 通

じ 、 行 政 が 市 議 会 に 提 出 す る 予 算 案 を 作 る こ と に し た 。  

 １ ６ 地 区 の 住 民 代 表 者 会 議 と ５ つ の テ ー マ 別 会 議 か ら 、 ２ 名 ず

つ の 評 議 員 を 選 定 。 評 議 員 で 組 織 さ れ る 「 参 加 型 予 算 評 議 会 」 で

は 、 住 民 た ち か ら 提 案 さ れ た プ ロ ジ ェ ク ト の 優 先 順 位 を 多 面 的 に

評 価 す る 。  

参 加 型 予 算 は め ざ ま し い 成 果 を あ げ 、 そ れ ま で 予 算 が 振 り 向 け

ら れ て い な か っ た 貧 困 層 の 居 住 地 区 の 上 下 水 道 、 生 活 道 路 な ど イ

ン フ ラ 整 備 が 急 速 に 進 ん だ と い う 。  



 

■  ハンガリーの１％ルール  

 ハ ン ガ リ ー や ス ロ バ キ ア な ど 中 欧 で は 、 パ ー セ ン ト 法 （ 一 般 納

税 者 が 所 得 税 の 特 定 割 合 に 相 当 す る 額 を 、 特 定 の Ｎ Ｐ Ｏ な ど 公 益

機 関 に 提 供 す る こ と を 可 能 と す る 法 律 ） が 導 入 さ れ て い る 。  

 １ ％ ル ー ル は 、 ハ ン ガ リ ー が １ ９ ９ ６ 年 に 創 設 し た 、 所 得 税 の

１ ％ 分 の 使 い 道 を 納 税 者 本 人 が 指 定 で き る 制 度 。 国 内 に 約 ４ 万 あ

る Ｎ Ｐ Ｏ が 支 援 対 象 で 、 納 税 者 が 出 資 し た い 組 織 を 税 務 署 に 申 告

す る と 、納 め た 所 得 税 の １ ％ が そ の 団 体 に 届 く よ う に な っ て い る 。 

 

■  神 奈 川 県 小 田 原 市 の取 り組 み  

 小 田 原 市 は 、 ２ ０ ０ ５ 年 度 の 予 算 編 成 で 、 １ ８ 歳 以 上 の 市 民 の

う ち ３ 千 人 を 対 象 に ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、 市 民 税 の １ ％ に 相

当 す る 額 （ 約 １ 億 円 ） の 使 途 を 、 市 民 が 直 接 選 ん だ 事 業 分 野 に 優

先 し て 配 分 し た 。  

 市 が 、 市 民 の 目 線 に 立 っ た 事 業 を 行 う こ と で 、 市 民 の 納 税 意 識

を 向 上 さ せ な が ら 、 市 民 と の 協 働 を 進 め る の が 目 的 で あ る 。  

 

■  千 葉 県 市 川 市 の取 り組 み  

 市 川 市 は 、 市 民 税 の 納 税 者 が 、 支 援 し た い Ｎ Ｐ Ｏ や ボ ラ ン テ ィ

ア な ど の 市 民 活 動 団 体 を 選 び 、市 民 税 額 の １ ％ 相 当 額（ 約 ３ 億 円 ）

を そ の 団 体 の 支 援 に 当 て て い る 。  

 市 民 の 納 税 意 欲 を 向 上 さ せ る と と も に 、 市 民 活 動 団 体 を 市 民 自

身 が 育 成 し よ う と す る 意 識 を 高 め る の が 目 的 で あ る 。  

 

小 田 原 市 、 市 川 市 と も 、 全 国 で 初 め て 実 施 さ れ た も の で 、 他 の

自 治 体 や マ ス コ ミ な ど か ら 、 税 の 使 途 に 民 意 を 取 り 込 む 先 進 的 な

シ ス テ ム と し て 注 目 さ れ た 。  

 

そ の ほ か 具 体 的 な 事 例 で は な い が 、 興 味 深 い 考 え 方 と し て 、 税

金 の １ ％ の 使 い 道 を 国 民 自 身 が 直 接 決 め る 構 想 が 発 表 さ れ て い る

＜ 注 ２ ＞ 。  



３．提  言                   
 

 

 

 

 

地 方 行 政 は 、 現 行 の 予 算 案 作 成 シ ス テ ム の プ ロ セ ス を 見

直 し 、予 算 案 の 一 部 に 納 税 者 が 直 接 関 わ っ て い く（ 仮 称 ）

「 県 民 ＜ 市 町 村 民 ＞ 等 予 算 評 議 会 」 を 設 置 す る 。  

 

■  設 置 目 的  

 納 税 者 で 組 織 さ れ る （ 仮 称 ）「 県 民 ＜ 市 町 村 民 ＞ 等 予 算 評 議

会 」 が 、 行 政 の 作 成 す る 予 算 案 の 一 部 に 直 接 関 与 し 、 民 意 を 反

映 さ せ る こ と で 、 結 果 と し て 、 納 税 者 を は じ め 住 民 の 「 公 」 の

意 識 を 向 上 さ せ 、 税 の よ り 有 効 な 使 わ れ 方 を 実 現 す る 。  

 

■  予 算 評 議 会 の概 要  

予 算 案 が 議 会 に 上 程 さ れ る プ ロ セ ス で の 、評 議 会 の 位 置 づ け

を 図 示 す る と 、 次 の と お り で あ る 。  
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予 算 評 議 会  
     ③

     ④

*首
県 民 (市 町 村 民 )等  
 “ 評 議 会 ”  意 思 決 定  

 予 算 案 上 程 （ * ）  

長 が③を尊 重 し 、議 会 に諮 る。  



 

▼  ①について   ［  “評 議 会 ”  設 置 条 例  ］  

１ ） 評 議 会 の 設 置 が 議 会 で 明 確 に 制 度 化 さ れ る 必 要 が あ り 、 そ の

た め に は 条 例 を 制 定 す る 必 要 が あ る 。 ち な み に 小 田 原 市 の 場

合 は 、 行 政 の 裁 量 で 予 算 措 置 に つ い て の ア ン ケ ー ト 調 査 を 実

施 し て お り 、 議 会 で 制 度 化 さ れ て い る わ け で は な い 。  

２ ）（ 仮 称 ）「 県 民 ＜ 市 町 村 民 ＞ 等 予 算 評 議 会 の 設 置 に 関 す る 条 例 」

に は 、 ａ ） 設 置 の 理 念  ｂ ） 評 議 会 の 招 集  ｃ ） 評 議 員 の 選 定

と 資 格  ｄ ） 評 議 会 で 意 思 決 定 す る 予 算 案 の 額 と 事 業 分 野  

ｅ ） 首 長 は 評 議 会 の 意 思 決 定 を 尊 重 す る こ と  ｆ ） 首 長 は 評

議 会 の 意 思 決 定 し た プ ロ ジ ェ ク ト に 関 す る 予 算 が 成 立 し た

場 合 、 そ の 実 施 に 当 た り 、 必 要 に 応 じ 、 住 民 ま た は 法 人 に 協

力 を 求 め る こ と が で き る こ と  ―  な ど を 定 め る 。 な お 、 評 議

会 の 設 置 は 新 し い 試 み で あ り 、 試 行 錯 誤 が 予 想 さ れ る た め 、 

  ３ 年 程 度 の 時 限 条 例 と す る 。  

 

▼  ②について   ［  “評 議 会 ”  招 集  ]  

１ ） 評 議 会 は 自 治 体 の 首 長 が 招 集 す る 。 評 議 会 を 構 成 す る 評 議 員

は 「 納 税 者 」 か ら 選 定 す る 。 納 税 者 と は 、 納 税 し た 住 民 だ け

で な く 、 県 を 例 に と る と 、 法 人 県 民 税 や 法 人 事 業 税 を 納 め た

法 人 の 代 表 者 も 含 む 。 法 人 も 社 会 の 構 成 要 素 で あ り 、 評 議 会

が 意 思 決 定 し た プ ロ ジ ェ ク ト に 協 力 で き る か ら で あ る  （ 平 成

１ ７ 年 度 の 岐 阜 県 の 県 税 収 入 当 初 予 算 額 の う ち 、 個 人 県 民 税 は 約 ３ ３ ０ 億

円 、 個 人 事 業 税 は 約 ３ ０ 億 円 、 法 人 県 民 税 は 約 １ ０ ０ 億 円 、 法 人 事 業 税 は

約 ４ ９ ０ 億 円 と な っ て い る 。 こ れ ら を 合 計 す る と ９ ５ ０ 億 円 に な る ）。  

２ ） 課 題 は 評 議 員 の 選 定 で あ る 。 委 員 会 で は 、 評 議 員 を 抽 選 で 無

作 為 抽 出 す る こ と に つ い て 、 次 の と お り 意 見 が 分 か れ た 。  

 

○ 無 作 為 抽 出 は 、 評 議 会 で の 意 思 決 定 の 公 正 さ が 実 現 さ れ や す

い と と も に 、 自 治 体 の 政 策 へ の 無 関 心 層 の 掘 り 起 こ し に も つ

な が る 。  



 

○ 無 作 為 抽 出 は 、 見 識 が な い 人 、 自 治 体 の 政 策 に 無 関 心 な 人 が

選 定 さ れ る 可 能 性 が あ り 、 適 切 な 議 論 や 意 思 決 定 が で き な い

場 合 が あ る の で 、 有 識 者 か ら 評 議 員 を 選 定 す べ き で あ る 。  

３ ） 確 か に 有 識 者 を 評 議 員 に す れ ば 、 的 確 な 議 論 が で き る 可 能 性

が 高 い 。 し か し 、 こ の 評 議 会 に 求 め ら れ る の は 、「 一 般 的 、

平 均 的 な 納 税 者 の 社 会 観 」 か ら 導 か れ る 意 思 決 定 で あ る 。 高

い 見 識 や 自 治 体 の 政 策 へ の 深 い 理 解 は 、 自 治 体 の 予 算 を 最 終

的 に 決 定 す る 議 会 の 議 員 に 求 め る の が 本 来 で あ る 。 従 っ て 、

評 議 員 は 納 税 者 の う ち 無 作 為 に 抽 出 さ れ た 住 民 、 法 人 の 代 表

者 に 限 定 す る 。 た だ 、 適 切 な 意 思 決 定 を 実 現 す る た め 、 あ ら

か じ め 評 議 員 の 欠 格 事 由 を 定 め て お く 。 ま た 、 自 治 体 の 政 策

を 知 ら な い 人 が 選 定 さ れ た 場 合 に 備 え 、 評 議 員 の サ ポ ー ト 体

制 を 整 え る 必 要 が あ る 。  

４ ） 評 議 員 の 欠 格 事 由 と し て は 、 住 民 の 納 税 者 に お い て は 、 禁 錮

以 上 の 刑 に 処 せ ら れ た 人 な ど い わ ゆ る 公 務 員 と な る 資 格 が

な い 人 、 心 身 に 故 障 の あ る 人 な ど が 考 え ら れ る 。 ま た 、 当 該

自 治 体 の 公 務 員 （ 議 員 を 含 む ） な ど も 職 業 的 に 見 て 評 議 員 に

な る こ と は 禁 止 さ れ る ＜ 注 ３ ＞ 。法 人 の 代 表 者 に お い て は 、こ

れ ら の 欠 格 事 由 に 加 え 、 代 表 す る 法 人 が 罰 金 刑 に 処 せ ら れ て

い な い こ と な ど が 求 め ら れ る 。  

５ ） サ ポ ー ト 体 制 と し て は 、 評 議 会 に 「 ア ド バ イ ザ ー 」 を 置 く 。

ア ド バ イ ザ ー は 大 学 、 弁 護 士 会 、 税 理 士 会 な ど の 団 体 に 推 薦

を 依 頼 す る 。 ア ド バ イ ザ ー は 自 由 に 発 言 し て 評 議 員 に 助 言 を

す る 。 ま た 、 行 政 が 務 め る 評 議 会 事 務 局 は 、 評 議 員 の 求 め に

応 じ 、 自 治 体 の 実 情 や 政 策 に つ い て 説 明 し 、 評 議 員 を サ ポ ー

ト す る 役 割 も 担 う （ 次 頁 「 イ メ ー ジ 図 」 参 照 ）。  

６ ） 評 議 員 に 選 定 さ れ た 納 税 者 に は 、 で き る だ け 評 議 員 と な る よ

う 要 請 す る 。 多 く の 納 税 者 に 機 会 を 与 え る た め 、 評 議 員 に 就



く の は 一 度 限 り と す る 。  

７ ） 評 議 員 の 数 は 、 議 論 が 成 り 立 つ 限 度 と 考 え ら れ る ３ ０ ～ ４ ０

名 と す る ＜ 注 ４ ＞ 。ア ド バ イ ザ ー は 評 議 員 の サ ポ ー ト で あ る か

ら 、 ６ ～ ８ 名 と す る 。  
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＜評 議 会 ＞

事 務 局  

評  議  員   ［無 作 為 抽 出 ］  

アドバイザー  ［有 識 者 ］  

サポート  

サポー ト

 

座

長

[

首

長

]
 

 

＊  評 議 員 は納 税 者 から無 作 為 に選 ぶ 。納 税 者 は 、県 でいえば 、法 人 県 民 税 や  

法 人 事 業 税 を納 めた 「法 人 」 の代 表 者 も含 む 。  

 

▼  ③について  ［  “ 評 議 会 ”の意 思 決 定  ］  

１ ） 評 議 会 の 機 能 は 、 評 議 員 が 行 政 の 示 す 複 数 の プ ロ ジ ェ ク ト 原

案 の な か か ら 、 議 会 に 諮 る 予 算 案 の な か に 盛 り 込 む も の を 意

思 決 定（ 選 択 ）す る こ と で あ る 。「座 長 」は 首 長 が 務 め る（「 イ

メ ー ジ 図 」 参 照 ）。 た だ 、 評 議 員 は 行 政 と の 議 論 を 踏 ま え 、

プ ロ ジ ェ ク ト 原 案 の 修 正 を 求 め る こ と が で き る 。 な お 、 将 来

的 に は 、 納 税 者 か ら 募 集 し た ア イ デ ア に 基 づ き 、 行 政 が プ ロ

ジ ェ ク ト 原 案 を 作 成 す る こ と が 望 ま し い 。  



２ ） 評 議 会 が 意 思 決 定 で き る 予 算 案 の 額 と 事 業 分 野 を あ ら か じ め

条 例 で 決 定 し て お く 。 例 え ば 岐 阜 県 な ら ば 、 個 人 県 民 税 、 個

人 事 業 税 、 法 人 県 民 税 、 法 人 事 業 税 の 収 入 予 算 額 の 合 算 額 の

１ ％ と 決 め る （ 平 成 １ ７ 年 度 で い え ば 、 ９ 億 ５ 千 万 円 ）。 事

業 分 野 に つ い て は 、 道 路 の 補 修 な ど 特 定 地 域 の 固 有 の も の で

は な く 、 た と え ば 「 少 子 化 」、「 教 育 」、「 福 祉 」 な ど 、 ど の 地

域 に も 共 通 の も の と す る 。 行 政 は そ れ ら の 分 野 の な か か ら 、

自 治 体 の 未 来 の た め に 今 か ら 実 施 す る 必 要 の あ る 事 柄 に つ

い て 、 い く つ か の プ ロ ジ ェ ク ト 原 案 と 、 そ の 予 算 額 お よ び 積

算 根 拠 を 提 出 し て 評 議 会 に 諮 る （「 イ メ ー ジ 図 」 参 照 ）。  
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             “未 来 型 予 算 枠 ”  ９億 ５千 万 円  

少 子 化   Ａ ． Ｂ ． Ｃ ． Ｄ          教 育      Ａ ． Ｂ ． Ｃ  

福 祉    Ａ ． Ｂ ． Ｃ ． Ｄ ． Ｅ      公 共 交 通  Ａ ． Ｂ ． Ｃ  

雇 用   Ａ ． Ｂ ． Ｃ ． Ｄ ． Ｅ ． Ｆ  

 

＊ このなかから、予 算 枠 の範 囲 内 で評 議 会 が複 数 選 択 する （たとえ  
ば、少 子 化 ＢとＤ 、教 育 ＡとＣ 、雇 用 Ｃと Ｅと Ｆのプロジェク トなど ） 。  

議 会 は 行 政 が 議 会 に 諮 る 予 算 案 を 決 め る ま で に ３ 回 開 催 す

。 １ 回 目 は 実 際 に 立 案 し た 行 政 の 担 当 官 が 、 個 別 プ ロ ジ ェ

ト の 原 案 と 予 算 額 等 を 評 議 員 に 説 明 し 、 質 疑 に 応 答 す る 。

ロ ジ ェ ク ト 原 案 は 、 行 政 官 が ア ン ケ ー ト 調 査 や 日 常 の 職 務

な か で 把 握 し た 住 民 の ニ ー ズ を 十 分 に 反 映 さ せ た も の と

る 。 ２ 回 目 は 担 当 官 と 評 議 員 が 議 論 し 、 必 要 が あ れ ば 修 正

る 。 ３ 回 目 に 評 議 員 は 評 議 会 と し て の 最 終 的 な 意 思 決 定 を

る 。 統 一 し た 意 思 決 定 が で き な い 場 合 は 、 多 数 決 の 手 法 で



 

決 め る 。 座 長 、 ア ド バ イ ザ ー は 意 思 決 定 に は 加 わ ら な い 。 評

議 会 の 議 論 に つ い て は 、 発 言 者 の 氏 名 を 伏 せ る な ど の 配 慮 を

し た う え で 、 行 政 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 す る 。  

４ ） 座 長 で あ る 首 長 は 、 当 該 意 思 決 定 を 尊 重 す る 。 ま た 、 当 該 プ

ロ ジ ェ ク ト が 実 施 さ れ る 際 に は 、 首 長 は 必 要 に 応 じ 、 相 応 の

範 囲 で 、 評 議 員 の 母 体 で あ る 住 民 や 法 人 に 協 力 を 求 め る こ と

が で き る 。  

 

▼  ④について  ［  予 算 案 上 程  ］  

１ ） 行 政 が 議 会 に 予 算 案 を 諮 る 。 ち な み に 、 こ の プ ロ セ ス は 現 行

と 同 じ で あ り 、 評 議 会 は 議 会 の 権 能 を 侵 す も の で は な い 。 評

議 会 は 、 そ も そ も 議 会 が 制 定 し た 条 例 に 基 づ い て 設 置 さ れ た

も の で あ る 。  

 
 

■  主 な効 果  

行 政 が 評 議 会 の 理 解 を 得 る た め 、 プ ロ ジ ェ ク ト 原 案 の 予 算 額 を

分 か り や す く 説 明 す る こ と で 、 税 の 使 わ れ 方 が オ ー プ ン に な り 、

い っ そ う 透 明 性 を 増 す 。 ま た 、 法 人 の 代 表 者 の 評 議 員 が 、 た と え

ば 積 算 根 拠 に 意 見 を 述 べ る こ と で 、 行 政 に 新 た な 視 点 が 加 わ る こ

と と な る 。 そ れ に よ り 、 評 議 会 で 議 論 し な い 他 の 予 算 案 に つ い て

も 、 そ の 視 点 を 生 か す こ と が で き る な ど 、 税 の よ り 有 効 な 使 わ れ

方 が 実 現 で き る 。  

 

さ ら に 行 政 は 、 プ ロ ジ ェ ク ト を 立 案 し 、 担 当 官 が 評 議 員 の 前 で

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン す る こ と で 、 企 画 立 案 能 力 を 高 め て い く こ と

が 可 能 で あ る と と も に 、住 民 の 目 線 を 的 確 に 捉 え る こ と が で き る 。

評 議 員 に と っ て も 、 予 算 案 作 成 の プ ロ セ ス に 参 加 す る こ と で 、 自

治 体 の 政 策 へ の 関 心 を 高 め 、「公 」の 意 識 を 向 上 さ せ る こ と が で き

る 。  

 



 

４．結  び                 
 

■  直 接 民 主 主 義 的 な手 法 のリスクとその回 避  

 現 在 の 社 会 を 見 渡 し て み る と 、 住 民 が 自 治 体 の 重 要 な 政 策 や 喫

緊 の 課 題 に つ い て 、直 截 に 意 思 表 明 す る 直 接 民 主 主 義 的 な 手 法 が 、

多 く 採 ら れ て い る 。 代 表 的 な 例 が 市 町 村 合 併 の 住 民 投 票 で あ る 。

県 内 の 自 治 体 で も 、 議 会 で 住 民 投 票 条 例 を 制 定 し 、 合 併 の 是 非 や

そ の 枠 組 み を 問 う 住 民 投 票 が 実 施 さ れ た 。  

 

間 接 民 主 主 義 を 基 調 と す る わ が 国 で は 、住 民 投 票 条 例 に は 、「首

長 、 議 会 は 住 民 投 票 の 結 果 を 尊 重 す る 」 旨 の 規 定 し か 盛 り 込 ま れ

て い な い 。 規 定 を 文 言 ど お り 解 釈 す る と 、 住 民 の 意 思 で 合 併 の 是

非 な ど が 決 定 さ れ る わ け で は な く 、 首 長 ら の 貴 重 な 判 断 材 料 と し

て 尊 重 さ れ る に す ぎ な い 。 し か し 、 通 常 の 場 合 、 首 長 や 議 会 は 有

権 者 た る 住 民 の 意 思 を 反 映 さ せ る こ と に な る 。  

 

 住 民 の 意 思 が 実 質 的 に 政 策 に 反 映 さ れ る 直 接 民 主 主 義 的 な 手 法

は 、 住 民 の 自 治 体 の 政 策 へ の 関 心 や 参 加 意 欲 を 喚 起 す る 点 で 、 大

き な メ リ ッ ト が あ る 。 し か し 一 方 で 、 か つ て 徹 底 し た 直 接 民 主 主

義 を 採 っ た 古 代 ア テ ネ が 、 論 理 的 に 精 緻 で 美 し い 政 治 シ ス テ ム を

築 い て お き な が ら 、 結 局 は 見 識 の な い 市 民 の 扇 動 と 多 く の 市 民 の

追 随 に よ り 、 衆 愚 政 治 に 陥 っ て し ま っ た の は よ く 知 ら れ て い る 。  

 

ア テ ネ 市 民 に 限 ら ず 、 古 今 東 西 い か な る 住 民 も 、 常 に 冷 静 で 合

理 的 な 判 断 を 下 す と は い え な い 。 行 政 が 作 る 予 算 案 の 一 部 に 住 民

が 直 接 タ ッ チ す る シ ス テ ム に も 、 当 該 予 算 の 決 定 が ポ ピ ュ リ ズ ム

（ 大 衆 迎 合 主 義 ） に 陥 る リ ス ク が 確 か に 存 在 す る 。  

 

我 々 は 、 だ か ら こ そ 、 こ の リ ス ク を 回 避 す る た め 、 評 議 会 の 運

用 に 幾 つ か の 工 夫 を 凝 ら し た 。 ま ず 、 評 議 会 で 適 切 な 意 思 決 定 が

で き る よ う に 評 議 員 の 欠 格 事 由 を 定 め た う え に 、 評 議 員 を サ ポ ー



 

ト す る ア ド バ イ ザ ー に 有 識 者 を 迎 え る こ と に し た 。 次 に 、 住 民 の

リ ー ダ ー で あ る 自 治 体 の 首 長 が 、 評 議 会 の 座 長 を 務 め 、 大 局 を 見

誤 ら な い よ う な 議 論 が 展 開 さ れ る よ う に し た 。 さ ら に 、 あ ら か じ

め 条 例 に よ り 評 議 会 に 割 り 当 て る 予 算 案 の 額 と 事 業 分 野 を 決 め 、

意 思 決 定 で き る 範 囲 に 制 限 を 設 け た 。 加 え て 、 評 議 会 で は 修 正 余

地 は 残 し て あ る も の の 、 評 議 員 か ら で は な く 、 行 政 か ら 評 議 会 で

選 択 す べ き プ ロ ジ ェ ク ト を 提 案 す る こ と に し た 。 行 政 か ら の 提 案  

な ら ば 、 た と え 評 議 員 か ら 修 正 が あ っ た と し て も 、 自 治 体 が 本 来

進 む べ き 方 向 性 を 逸 脱 す る こ と は な い か ら で あ る 。  

 

 評 議 会 で 意 思 決 定 す る 予 算 案 の 額 は 、 全 体 か ら 見 れ ば 小 さ な 割

合 に す ぎ な い も の の 、 住 民 、 法 人 か ら 納 め ら れ た 貴 重 な 財 源 で あ

る 。 ポ ピ ュ リ ズ ム へ の リ ス ク を 失 く し 、 こ の 財 源 が 自 治 体 の 進 む

べ き 方 向 に 使 わ れ る た め 、 評 議 会 の 構 成 と 運 営 に こ う し た 配 慮 を

加 え た の で あ る 。  

 

■  新 たな地 方 自 治 の展 開 に向 けて  

 岐 阜 県 で は 政 策 の 総 点 検 を 進 め 、 こ れ ま で の 政 策 が 県 民 の ニ ー

ズ に 適 っ た も の だ っ た か を 、 県 民 ら と の 直 接 の 対 話 な ど を 通 じ て

点 検 し た 。 本 年 １ 月 下 旬 に は 、 １ ３ ３ に も 上 る 論 点 ご と に 今 後 の

政 策 の 方 向 性 を 示 し た 。 総 点 検 を 終 了 し た 後 も 、 政 策 の 進 捗 状 況

を フ ォ ロ ー ア ッ プ す る た め 、 県 民 と の 意 見 交 換 な ど を 実 施 し て い

く と い う 。  

 

 我 々 は 、 こ れ ら の 取 組 み を 高 く 評 価 し 、 そ の 努 力 に 深 く 敬 意 を

表 す る 。 県 民 と の 意 見 交 換 の 結 果 は 今 後 の 予 算 案 作 成 に も 反 映 さ

れ る は ず で あ り 、 そ の 県 民 の 目 線 を 重 視 す る 姿 勢 は 、 当 委 員 会 が

提 案 す る 評 議 会 設 置 の 基 底 に あ る 考 え 方 と 同 じ で あ る 。  た だ 、

我 々 が 指 摘 し た い の は 、 岐 阜 県 内 に 限 ら ず 全 国 で 実 施 さ れ て い る

住 民 と の 意 見 交 換 は 、民 意 を 知 る 重 要 な 手 が か り で は あ る も の の 、



 

住 民 の チ ェ ッ ク 機 能 が 発 揮 さ れ る ま で に は 至 っ て い な い 、 と い う

点 で あ る 。  

 

我 々 は 、 現 在 の 国 と 地 方 の 債 務 が １ 千 兆 円 近 く に ま で 膨 ら ん で

し ま っ た 現 実 を 見 る に つ け 、 政 府 や 地 方 行 政 は 今 日 ま で の 伝 統 的

な 予 算 案 作 成 シ ス テ ム を 真 摯 に 見 直 し て い く 必 要 が あ る の で は な

い か 、 と 考 え る 。 巨 額 の 債 務 が 残 っ た 原 因 の 一 つ と し て 、 予 算 案

作 成 の 仕 組 み 自 体 に 課 題 が 潜 ん で い た の で は な い か 、 と い っ た 視

点 も ま た 必 要 と 思 う の で あ る 。  

 

こ こ で 提 案 し た 評 議 会 の 設 置 は 、 一 言 で い う と 、 行 政 の 予 算 案

作 成 の プ ロ セ ス で 実 施 さ れ て き た 従 来 の 意 見 交 換 の 場 を 、 議 会 の

理 解 を 得 て 、 行 政 と 納 税 者 の 双 方 で 、 チ ェ ッ ク 機 能 の 場 に ま で 高

め て い こ う と す る 試 み で あ る 。 結 局 、 税 の よ り 有 効 な 使 わ れ 方 を

実 現 す る 要 点 は 、 行 政 に お い て は 、 従 来 の 予 算 案 作 成 シ ス テ ム を

改 め 、 意 見 交 換 の 場 を さ ら に 発 展 さ せ 、 納 税 者 の チ ェ ッ ク 機 能 を

積 極 的 に 取 り 入 れ る 仕 組 み に 変 え る こ と で あ る 。 納 税 者 に お い て

は 、 本 来 持 つ べ き は ず の 「 公 」 の 心 を い っ そ う 高 め 、 自 ら の チ ェ

ッ ク 機 能 を 向 上 さ せ る こ と で あ る 。  

 

そ の た め に 必 要 な の は 、 評 議 会 の 設 置 が 議 会 で 定 め た 条 例 に よ

り 制 度 化 さ れ る こ と で あ る 。 仮 に 条 例 で 制 度 化 さ れ て い な い と す

れ ば 、納 税 者 の 評 議 会 へ の 参 画 意 欲 は 低 く な る 。評 議 会 の 設 置 が 、

行 政 の 予 算 案 作 成 シ ス テ ム の な か に 明 確 に 組 み 込 ま れ 、 実 効 性 が

約 束 さ れ る こ と で は じ め て 納 税 者 に 予 算 案 作 成 に 参 加 し た と い っ

た 達 成 感 、 充 実 感 が 生 ま れ る 。 納 税 者 は 、 単 な る 意 見 交 換 の 場 で

は な く そ の 枠 組 み を 越 え 、 民 主 政 の プ ロ セ ス の な か に 身 を 置 い て

こ そ 、 能 動 的 に 考 え 、 チ ェ ッ ク 機 能 を 発 揮 す る の で あ る 。  

 

 折 し も 、 司 法 の 分 野 で は 、 国 民 が 裁 判 員 と し て 刑 事 裁 判 に 参 加

し 、 裁 判 官 と と も に 有 罪 か ど う か な ど を 決 め る 「 裁 判 員 制 度 」 が



 

導 入 さ れ る 。行 政 の 予 算 編 成 の 一 部 に 納 税 者 が 直 接 参 加 す る の は 、

先 に 示 し た 直 接 民 主 主 義 的 な 手 法 の 採 用 や こ う し た 司 法 権 の 画 期

的 な 制 度 改 革 の 動 き な ど 、 時 代 の 趨 勢 か ら 見 て も 適 切 で あ る と 判

断 す る 。  

 

少 子 高 齢 社 会 の 到 来 、 国 か ら 地 方 へ の 税 源 委 譲 な ど 、 自 治 体 を

取 り 巻 く 環 境 は 大 き く 変 化 す る 。 行 政 と 住 民 と の 、 高 い 次 元 の 協

働 関 係 な く し て 、 こ れ か ら の 地 方 自 治 は 成 り 立 た な い 。 我 々 は 、

（ 仮 称 ）「 県 民 ＜ 市 町 村 民 ＞ 等 予 算 評 議 会 」の 設 置 が 、税 の よ り 有

効 な 使 わ れ 方 を 実 現 す る に と ど ま ら ず 、 納 税 者 を は じ め 住 民 の

「 公 」 の 意 識 を 向 上 さ せ る 意 味 で 、 地 方 自 治 に 新 た な 展 開 を も た

ら す 契 機 に な る と 考 え る 。  

以  上  

 

＜ 注 1 ＞   橋 場  弦  「 丘 の う え の 民 主 政 － 古 代 ア テ ネ の 実 験 」  （ 東 京 大 学      

出 版 会 ／ １ ９ ９ ７ 年 ）  ＊ 該 当 箇 所 に 限 ら ず 、 当 提 言 書 の 古 代

ア テ ネ に 関 す る 記 述 の 参 考 と し た 。  

＜ 注 ２ ＞  若 山  昇  「 税 の 直 接 民 主 主 義 化 構 想 」  （ 週 間 エ コ ノ ミ ス ト ／

２ ０ ０ ３ 年 ８ 月 １ ９ 日 ）   ＊ 具 体 的 に は 、 国 民 が 自 分 の 税 金 を

使 っ て ほ し い と 思 う 役 所 の セ ク シ ョ ン の 銀 行 口 座 等 に 直 接 、 納

税 額 の １ ％ を 納 入 。 国 民 は 納 入 し た 際 の 振 込 証 等 を 確 定 申 告 時

な ど に 税 務 当 局 に 提 出 す る こ と で 税 額 控 除 の 適 用 を 受 け る 、 と

い っ た シ ス テ ム を 提 案 し て い る 。  

＜ 注 ３ ＞  裁 判 員 制 度 で は 、「 裁 判 員 」 の 欠 格 事 由 、 就 職 禁 止 事 由 な ど を 定

め て お り 、 参 考 に な る 。 た だ 、 評 議 員 の 場 合 は 裁 判 員 ほ ど 厳 格

に 捉 え る 必 要 は な い と 考 え る 。  

＜ 注 ４ ＞  ３ ０ ～ ４ ０ 名 は 民 意 を 反 映 さ せ る の に 少 な い 人 数 で あ る か ら 、

８ 頁 末 尾 よ り ５ 行 目 の 記 述 の と お り 、 評 議 会 で 行 政 官 が 示 す プ

ロ ジ ェ ク ト 原 案 は 、 ア ン ケ ー ト 調 査 や 日 常 の 職 務 の な か で 把 握

し た 住 民 の ニ ー ズ を 十 分 に 反 映 さ せ る 必 要 が あ る 。  



 

活 動  経  過  

■  第 １ 回 委 員 会  

・ 開 催 日   平 成 １ ７ 年 ７ 月 ２ ０ 日 （ 木 ）  

・ 時  間   １ ５ ： ３ ０ ～ １ ７ ： ３ ０  

・ 場  所   岐 阜 商 工 会 議 所 ビ ル 内  

・ テ ー マ   「 税 の 使 わ れ 方 に つ い て 日 常 感 じ て い る こ と 」  

・ 出 席 者   委 員 １ ８ 名  

 

■  第 ２ 回 委 員 会  

・ 開 催 日   平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ６ 日 （ 水 ）  

・ 時  間   １ ５ ： ３ ０ ～ １ ７ ： ３ ０  

・ 場  所   岐 阜 商 工 会 議 所 ビ ル 内  

・ テ ー マ   「 提 言 の 方 向 性 」    

－ “ 県 民 （ 市 町 村 民 ） 等 予 算 評 議 会 ” に つ い て －  

・ 出 席 者    委 員 １ ８ 名  

 

■  第 ３ 回 委 員 会  

・ 開 催 日   平 成 １ ８ 年 ３ 月 ７ 日 （ 火 ）  

・ 時  間   １ ５ ： ３ ０ ～ １ ７ ： ３ ０    

・ 場  所   岐 阜 商 工 会 議 所 ビ ル 内  

・ テ ー マ   「 提 言 案 」  

       － 地 方 行 政 に お け る 予 算 案 の 作 成 シ ス テ ム  

に 関 す る 提 言 ＜ 案 ＞ に つ い て －  

・ 出 席 者   筆 頭 代 表 幹 事 と 委 員 １ ８ 名  

以  上  

※  そ の ほ か 、 正 副 委 員 長 会 議 を 随 時 開 催 。  

 

 

 



 

委  員   名   簿  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 現 在  

[ 敬 称 略 ／ 五 十 音 順 ]  

委  員  長  

安  田  隆  夫    安 田 電 機 暖 房 ㈱  取 締 役 社 長  

副 委 員 長  

安  達    寛     ㈱ ソ フ ィ ア 総 合 研 究 所  代 表 取 締 役 社 長  

委    員  

阿 部  伸 一 郎     セ ン ト ラ ル 建 設 ㈱  代 表 取 締 役 社 長  

石  原   正    中 部 電 力 ㈱  執 行 役 員 岐 阜 支 店 長  

今  川  喜  章    ㈱ 丸 順  代 表 取 締 役 社 長  

上 野 田  隆 平     天 領 酒 造 ㈱  代 表 取 締 役  

大  澤  泰  一    （ 財 ） 地 域 総 合 研 究 所  理 事 長  

小  野  義  明    ㈱ 弘 光 舎  代 表 取 締 役 社 長  

川  島  正  美     ㈱ チ ュ ー キ ョ ー  代 表 取 締 役 会 長  

川  島  義  之    カ ワ ボ ウ テ キ ス チ ャ ー ド ㈱   代 表 取 締 役 会 長  

佐  藤  明  広    東 海 理 研 ㈱  代 表 取 締 役 社 長  

鈴  木  栄  嗣    大 建 都 市 開 発 ㈱  代 表 取 締 役  

竹  中    靖    ㈱ 市 川 工 務 店  取 締 役 副 社 長  

立  山  昭  子     （ 有 ） 立 山 工 業  取 締 役 営 業 部 長  

野  村  峯  嗣    岐 阜 車 体 工 業 ㈱  常 勤 監 査 役  

樋  口  徳  室    ㈱ 樋 口 製 作 所  代 表 取 締 役 社 長  

日 比 野   攻    ㈱ サ ニ ー 建 築 設 計  代 表 取 締 役 社 長  

福  田  莞  爾    福 田 刃 物 工 業 ㈱  代 表 取 締 役 会 長  

藤  吉  友  子      ㈱ 藤 吉 保 険 事 務 所  代 表 取 締 役 社 長  

堀  富  士  夫    ㈱ デ リ カ ス イ ト  代 表 取 締 役  

森  田  槇  子    ㈱ ベ ル  代 表 取 締 役 会 長  

山  田  久  典    ㈱ 日 本 タ ク シ ー  代 表 取 締 役 社 長  

吉  川  富  造     吉 川 富 造 事 務 所  所 長  

四  橋  英  児    ヨ ツ ハ シ ㈱  代 表 取 締 役 社 長  

以  上  


